　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

コウノトリ育む農法取組拡大支援事業実施要領
兵庫県但馬県民局制定
（趣　旨）
第１条　但馬地域では、おいしいお米と多様な生きものを育み、コウノトリも住める豊かな文化、地域、環境づくりを目指して、「コウノトリ育む農法」（以下「育む農法」という。）の取組が進められている。

　　本事業は、育む農法の取組面積の拡大及び質的向上に資する取組を支援することにより、但馬地域における育む農法の更なる普及・定着を図ることを目的とする。
（事業の内容）

第２条　本事業の内容・実施要件等については、下記のとおりとする。
　１　事業対象経費
　（１）栽培経費補助
育む農法（無農薬タイプ）の面積拡大に取り組む場合に必要な当該年度の資材費、畦畔・本田における除草作業や水管理等に係る掛り増し労賃に要する経費。事業対象面積は育む農法（無農薬タイプ）で栽培される水稲について、実施年度の面積から実施前年度の面積を減じた面積とする。
ただし、育む農法は冬水田んぼを必須とし、前年度から準備作業等が必要であり、一連の作業を年度で区切ることが困難であることから、事業実施計画承認申請書の提出前に着手している場合も本事業の対象とする。
（２）アウトソーシング促進
　　　育む農法（無農薬タイプ）で栽培される水稲について、下記の作業の外部委託経費
ア　水田除草機による本田除草作業
イ　ドローンによる追肥作業（ただし、肥料代は含めない）
　２　事業実施主体
  　　農業者、農業法人、農業者３戸以上で構成された団体
３　事業実施要件
（１）栽培経費補助
　　ア　別紙「コウノトリ育む農法の要件」を遵守すること。

　イ　無農薬タイプの事業対象面積が30a以上あること。
　ウ　補助上限面積を２haとする。

（２）アウトソーシング促進
　　ア　事業実施主体について取組初年度のみを対象とする。
　　イ　水田除草機による除草は同一ほ場ごとに１作あたり２回実施すること。
　４　補助単価
（１）栽培経費補助
　　ア　無農薬タイプ　10aあたり14千円以内（千円未満切り捨て、事業実施主体１戸あたり上限280千円以内）

（２）アウトソーシング促進
　ア　水田除草機による本田除草作業　10aあたり12千円以内
　イ　ドローンによる追肥作業　10aあたり５千円以内
（事業の実施手続き）

第３条　
１　計画承認
  （１）本事業を実施しようとする者は、事業実施計画承認申請書【様式第１号及び添付書類】を作成し、但馬県民局長へ申請する。
　（２）但馬県民局長は、前号の申請があったときは実施要件や委託先のサービス事業体の機械、能力及び作業実績等に照らして審査し、適正と認めるときはこれを承認し、【様式第２号】により事業実施主体あて通知する。
　（３）申請のあった計画の補助金の合計額が全体で予算を超過する場合は、栽培経費補助とアウトソーシング促進のそれぞれの予算の範囲内で、以下により補助額を配分又は採択を決定する。

　　　ア　栽培経費補助
　　　　補助単価を減額調整し、申請面積に応じて配分する。
　　　イ　アウトソーシング促進
　　　　下記の優先順位で採択を決定する。（ⅰ＞ⅱ）
　　　　ⅰ　育む農法（無農薬タイプ）の前年度からの拡大面積が大きい事業実施主体
　　　　ⅱ　育む農法（無農薬タイプ）の実施年度の取組面積が大きい事業実施主体

　２　計画変更
　　　事業実施主体は、事業実施内容において次に掲げる変更が生じる場合は、事前に前項の規定に準じて変更申請を行い、必要な承認を得なければならない。
　  （１）事業費の30％以上の変更
　　（２）事業実施ほ場の変更
（助言・指導等）

第４条　本事業の円滑な推進にあたって、但馬地域内の市町及びたじま農業協同組合等並びに県民局農業関係機関（農林（水産）振興事務所、農業改良普及センター、土地改良センター）は、必要に応じ、適時適切な助言・指導や事務支援を行うものとする。
（その他）

第５条　本事業の実施に必要な事項について、本要領に定めのないものは豊岡農林水産振興事務所長が別に定める。

附　則

　１　この要領は、令和２年４月１日から施行する。
　２　この要領は、令和３年７月１日から施行する。
　３　この要領は、令和４年３月１５日から施行する。
　４　この要領は、令和５年４月３日から施行する。
　５　この要領は、令和６年４月１日から施行する。
　６　この要領は、令和７年４月１日から施行する。
　７　この要領は、令和８年　月　日から施行する。

コウノトリ育む農法の要件

【コウノトリ育む農法の定義】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
おいしい農産物と多様な生きものを育み、コウノトリも住める豊かな文化、地域、環境づくりを目指すための農法（安全な農産物と生きものを同時に育む農法）

【コウノトリ育む農法の要件】　　　【令和元年８月改訂】 ※ただし、令和２年産の栽培から適用

＜水　稲＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	項　　目
	要　　件

	
	必　須　事　項
	努　力　事　項

	環

境

配

慮
	１　生きものの多様性確保
	・生きもの確認

中干し前にオタマジャクシの変態確認
	・生きもの確認

冬期湛水、早期湛水時のイトミミズ、ユスリカ幼虫の確認

出穂期前後のカメムシ、ウンカ類、クモ等の確認

・魚道、生きものの逃げ場の設置

	
	２　化学合成農薬削減

(１)農薬を使用しないタイプ
(２)農薬使用を減らすタイプ
(３)農薬削減技術導入
	・栽培期間中不使用
・特別栽培農産物に係る表示ガイドラインに基づく兵庫県地域慣行レベルの７.５割以上低減

・農薬を使用する場合は普通物とし、「登録農薬有効成分の毒性・水産動植物に対する影響等」における「水産動植物への影響に係る使用上の注意事項」で、水産動植物（魚類、甲殻類、藻類）のうち魚類に影響を及ぼす、と記載されている農薬及びネオニコチノイド系薬剤は使用しない

ただし、「有機農産物の日本農林規格」（平成12年1月20日農林水産省告示第59号）で使用が認められている農薬は使用可とする
・温湯や食酢による種子消毒、畦草管理
	

	
	３　化学肥料削減
	・栽培期間中不使用
	・米糠、くず大豆等の施用

	水管理
	・冬期湛水及び早期湛水（但し、冬期湛水が実施困難な場合は早期湛水のみでも可）

・深水管理、中干し延期
	

	資源循環
	・牛糞堆肥、鶏糞堆肥等有機質資材を施用する場合は地元産とし、土壌の状態により施用量を加減
	

	その他
	・各種認証の何れか取得

（有機ＪＡＳ、ひょうご安心ブランド、コウノトリの舞、コウノトリの贈り物）
	


【様式第１号】　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日
　兵庫県但馬県民局長　様
　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 申請者(団体・法人)〒
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所　 在   地：　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名称(団体等の場合)：　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者職氏名：　　　　　　　　　　　　 　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(携帯)電話番号：　　　　－　　　　　－　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 電子メール ：　　　　　　　　　　　　　　　　
令和　　年度コウノトリ育む農法取組拡大支援事業実施計画の承認申請について
　令和　　年度コウノトリ育む農法取組拡大支援事業を実施したいので、下記事項を了承し同事業実施要領第３条(1)のアの規定により、下記の関係書類を添えて承認を申請します｡
記
１　了承事項
(1) 県は、コウノトリ育む農業拡大条件整備事業実施計画書の内容を審査するため、県が申請ほ場一覧の存する該当市町へ実施計画書の内容を情報提供すること。
(2) 県は、コウノトリ育む農業拡大条件整備事業実施計画書の内容を審査するため、県が申請ほ場一覧の存する該当市町から関連する水稲生産実施計画書及び営農計画書の情報提供を受けること。
２　取組内容（実施する取組に☑を記入）
（１）栽培経費補助
□水稲（無農薬タイプ）　
〔添付書類〕
　　ア【別添様式１】事業実施計画書

イ　実施地区の位置図〔市町図等で図示〕

ウ　組織及び運営に関する定款、規約等〔法人、団体の場合〕

　

（２）アウトソーシング促進
□水田除草機による本田除草作業のアウトソーシング
□ドローンによる追肥作業のアウトソーシング

　　 〔添付書類〕
ア【別添様式２】事業実施計画書

イ　実施地区の位置図〔市町図等で図示〕

ウ　組織及び運営に関する定款、規約等〔法人、団体の場合〕
エ　サービス事業体の定款または組織及び運営に関する規約等
【別添様式１】
令和　　年度コウノトリ育む農法取組拡大支援事業実施（変更）計画書
〔栽培経費補助〕
１　事業実施主体の概要
	市町名
	
	地区名
	

	事業実施主体名
	
	農家戸数（団体の場合）
	戸


２　申請内容一覧

	支援メニュー
	補助単価
	実施前年度の面積
	実施年度の
計画面積
	無農薬タイプの拡大面積
	申請金額

	コウノトリ育む農法
（水稲無農薬タイプ）
	10aあたり

14,000 円
	ａ
	ａ
	補助上限面積 2ha
ａ
	円


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※ 面積は小数点以下第２位を切り捨て、第１位まで記入
　 ３　申請ほ場一覧（該当するほ場のみ記入）
	地番（字、番地）
	面 積
	前年度
農法
（コウノトリ減、
特別栽培、慣行等）
	今年度
農法
	冬水田んぼ(早期湛水)済みの場合☑

	
	ａ
	
	コウノトリ無
	□

	
	ａ
	
	コウノトリ無
	□

	
	ａ
	
	コウノトリ無
	□

	
	ａ
	
	コウノトリ無
	□

	
	ａ
	
	コウノトリ無
	□

	
	ａ
	
	コウノトリ無
	□

	
	ａ
	
	コウノトリ無
	□

	
	ａ
	
	コウノトリ無
	□

	
	ａ
	
	コウノトリ無
	□

	
	ａ
	
	コウノトリ無
	□

	
	ａ
	
	コウノトリ無
	□

	
	ａ
	
	コウノトリ無
	□

	
	ａ
	
	コウノトリ無
	□

	
	ａ
	
	コウノトリ無
	□

	計
	ａ
	
	
	


　 ４　完了(予定)年月日　　　　　令和　　年　　月　　日
  （対象ほ場（全筆）の栽培記録が整う日とする）
【別添様式２】
令和　　年度コウノトリ育む農法取組拡大支援事業実施（変更）計画書
〔アウトソーシング促進〕
１　事業実施主体の概要
	市町名
	
	地区名
	

	事業実施主体名
	
	農家戸数（団体の場合）
	戸

	コウノトリ育む農法(無農薬タイプ)
取組面積
	事業実施前年度
（R　　年）
	事業実施年度
（R　　年）

	
	ａ
	a


２　申請内容一覧

	支援メニュー
	補助単価
	事業実施年度
作業委託面積
	申請金額

	水田除草機
	10aあたり 12,000 円
	ａ
	円

	ドローン追肥
	10aあたり5,000円
	ａ
	円

	合計
	
	ａ
	円


	使用機械
	サービス事業体名（委託先）
	機械名※
	型式※
	購入年※
	作業実績※

	
	
	
	
	
	前々々年度
（R　年）
	前々年度
（R　年）
	前年度
（R　年）

	水田除草機
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	
	
	
	      a
	      a
	      a

	ドローン追肥
	
	
	
	
	　　　a
	　　　a
	　　　a


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※サービス事業体（委託先）がJAたじまの場合は記載不要
　 ３　申請ほ場一覧（該当するほ場のみ記入）
	地番（字、番地）
	面積（a）
	冬水田んぼ(早期湛水)済みの場合☑
	申請項目

	
	ａ
	□
	□水田除草機
□ドローン追肥

	
	ａ
	□
	□水田除草機
□ドローン追肥

	
	ａ
	□
	□水田除草機
□ドローン追肥

	
	ａ
	□
	□水田除草機
□ドローン追肥

	
	ａ
	□
	□水田除草機
□ドローン追肥

	計
	ａ
	
	


　 ４　完了(予定)年月日　　　　　令和　　年　　月　　日
　（対象ほ場（全筆）の栽培記録が整う日とする）
【様式第２号】

文書番号　

令和　　年　　月　　日　

　事業実施主体名

　代表者職氏名　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　兵庫県但馬県民局長

　令和　　年度コウノトリ育む農法取組拡大支援事業実施計画（変更）
　の承認について

令和　　年　　月　　日付けで申請のありました標記事業実施計画については、申請のとおり承認します。


